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船舶事故調査報告書 

 

                              令和８年３月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和６年８月２８日 ２０時３０分頃 

（医師による船長死亡推定時刻：２０時３０分頃） 

発生場所 鹿児島県鹿児島市鹿児島港谷山２区Ｆ岸壁 

 鹿児島港谷山２区南防波堤灯台から真方位２５１°１.４海里

（Ｍ）付近 

（概位 北緯３１°２８.３′ 東経１３０°３１.２′） 

事故の概要 押船第八神佑
しんゆう

丸がバージ鶴
つる

と押船列を構成し、押船列が岸壁に係留

して台風避泊中、第八神佑丸が横転し、落水した第八神佑丸の船長が

鶴と岸壁との間に挟まれて死亡した。 

事故調査の経過 令和６年９月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

Ａ 押船 第八神佑丸、１０１.０トン 

１３２１６３、清福海運有限会社（Ａ社） 

２２.１６ｍ（Lr）×７.５０ｍ×２.８９ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、７３５kＷ（合計）、平成３年１１月 

Ｂ バージ 鶴 

なし、Ａ社 

７０.０５ｍ×１８.５０ｍ×４.３０ｍ、鋼 

機関なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 船長 ６４歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５５年７月９日 

免 状 交 付 年 月 日 令和５年１月２０日 

免状有効期間満了日 令和１０年１月１９日 

機関長 ６０歳 

五級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 昭和６１年５月２８日 

免 状 交 付 年 月 日 令和２年８月１８日 

免状有効期間満了日 令和７年８月１９日 
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 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 Ａ 沈没により濡損（全損） 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 雨、視程 約２km 

(1) 風向風速観測値 

本事故発生場所から北北東約５Ｍに位置する鹿児島地方気象台

における観測値は、次のとおりであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 波浪観測値 

本事故発生場所から北北東約３Ｍに位置する全国港湾海洋波浪

情報網（ナウファス）の観測地点（鹿児島：北緯３１°３１′ 

０６″東経１３０°３３′０８″）における観測値は、次のとお

りであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 特別警報等 

鹿児島市には、台風１０号の影響によって、８月２８日１３時 

００分に暴風特別警報及び波浪特別警報が発表され、本事故時も

継続中であった。 

時刻 

（時：分） 

平均 最大瞬間 

風向 
風速

（m/s） 
風向 

風速

（m/s） 

17:00 東北東 12.6 東北東 25.2 

18:00 東北東 13.2 東北東 25.9 

19:00 東北東 14.6 東 25.9 

20:00 東北東 15.7 東 31.5 

21:00 東北東 12.4 東北東 22.9 

22:00 東 9.4 東南東 19.9 

23:00 東 10.5 東 20.2 

時刻 

（時：分） 

有義波高 

（ｍ） 

有義波周期 

（秒） 
波向 

17:00 1.57 4.8 （欠測） 

18:00 （欠測） （欠測） （欠測） 

19:00 （欠測） （欠測） （欠測） 

20:00 （欠測） （欠測） （欠測） 

20:20 1.83 4.7 （欠測） 

20:40 1.54 4.7 （欠測） 

21:00 1.62 4.6 （欠測） 

22:00 1.67 5.1 （欠測） 

23:00 （欠測） （欠測） （欠測） 
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(4) 台風１０号の経路 

台風１０号は、本事故の３日前には、小笠原諸島周辺から四国

南方沖まで北西進した後、進路を北に変え四国を通過する予報で

あったが、次第に西寄りを通る予報に変わり、本事故の前日に

は、鹿児島県奄美大島付近で進路を北に変え、鹿児島県の西岸を

北進した。（図１～図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（災害時気象資料 鹿児島地方気象台） 

図３ 台風１０号経路図 

図１ ８月２５日０９時の台風進路予報 図２ ８月２７日０９時の台風進路予報 

（大阪管区気象台資料） 

（宮崎地方気象台資料） 

奄美大島 小笠原諸島 奄美大島 

小笠原諸島 

27 日 09 時 

28 日 09 時 

29 日 09 時 

30 日 09 時 

31 日 09 時 
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 事故の経過 

 

 

Ａ船は、船長及び機関長ほか２人が乗り組み、Ｂ船の船尾凹部に船

首を連結して押船列を構成し、鹿児島県西之表市馬毛島への工事車両

の運搬に従事していた。 

船長は、８月２５日１０時００分頃、台風１０号が通過するまで避

泊する目的で、鹿児島港谷山２区Ｆ岸壁（以下「本件岸壁」とい

う。）に押船列を右舷付けで着岸させた。 

船長は、２７日１０時００分頃、台風の進路予報が鹿児島県の西方

に変わっていたので、Ｂ船の船首及び船尾から係留索を３本追加し

て、台風１０号の接近に備えた。（図４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 係留状況 

 

船長は、２８日１９時００分頃、台風１０号の接近によって風が強

くなり港内の波も高くなってきたので、主機を起動し、機関長をＢ船

の船尾部付近に、他の乗組員２人をＢ船の船首部付近にそれぞれ配置

し、係留索等の監視に当たらせた。 

船長は、Ｂ船が船首方からの高い波を受け、係留索が張ったり緩ん

だりする状況を、機関長及び乗組員にトランシーバーで報告させなが

ら、時々、Ａ船の主機操縦ハンドルを前進に操作し、係留索が切れな

いようにしていた。 

押船列は、風波の強まりに伴い、船首方からの波に加え、左舷船尾

方向や船尾方向からも高い波を受け始め、Ａ船の甲板を洗う波が打ち

込み始めた。 

Ａ船は、２０時２５分頃、左右に大きく横揺れした際、Ｂ船と連結

するために船首部に装備された押航船団自動連結装置（以下「本件装

置」という。）が外れ、右舷側へ横転し、Ａ船のマストが本件岸壁に

引っ掛かり、Ｂ船の右舷船尾部と本件岸壁との間が約５ｍ開いた状態

となった。（図５参照） 

 

 

 

 

 

 

Ａ船 Ｂ船 

赤：追加した係留索 

風向 

波向 
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図５ Ａ船が横転した状況の概略図 

 

Ｂ船の船尾部付近でＡ船が横転するのを目撃した機関長は、船長を

捜索したところ、Ｂ船の右舷船尾部と本件岸壁との間から船長の声を

聞き、船長が落水してＢ船の右舷船尾部から吊
つ

っていた小型防舷物の

ロープにつかまっていることを確認した。 

機関長は、Ｂ船の船首部にいた他の乗組員２人を呼び寄せ、船長を

救助するためのロープやはしごを準備していたところ、Ａ船が沈没し

始め、２０時３０分頃、Ｂ船の右舷船尾部が本件岸壁に接触する状況

となり、船長の行方が分からなくなった。 

乗組員は、本事故の発生を１１９番通報した。 

消防から連絡を受けた海上保安庁は、船長の捜索に当たったが、悪

天候のため、２４時頃捜索を中断し、２９日１０時４５分頃から捜索

を再開した。 

船長は、２９日１３時２９分頃、本事故発生場所付近の海中で海上

保安庁の潜水士によって発見され、鹿児島大学に搬送された後、医師

によって、全身挟圧による多臓器損傷及び多骨格損傷による死亡、死

亡時刻が２８日２０時３０分頃（推定）と検案された。 

Ａ船は、後日、Ａ社が手配したクレーン船による陸揚げ後、解撤さ

れた。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船引揚げ時の状況  （機関長提供） 

 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

Ａ船 
Ｂ船 

船長 

機関長 

乗組員 

事故発生の頃に増えた波向 

風向 

波向 
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 その他の事項 (1) 船長に関する情報 

機関長によれば、船長とは約４０年間押船で一緒に勤務してお

り、台風等の荒天の際に避泊をした経験もあった。 

Ａ社が令和３年１２月に押船列を中古で購入して以降、荒天避

泊の際、船長は、連結したままの押船列を本事故時と同様に岸壁

に係留させ、荒天状況に応じてＡ船の主機操縦ハンドルを操作し

ていた。 

(2) 本件装置に関する情報 

  ① 構造等 

本件装置は、バージの船尾凹部に入った押船の船首部から、

両舷に向けて連結軸を油圧で張り出し、連結軸の先端に取り付

けられた圧着シューを、バージの船尾凹部内壁に設けられた連

結溝（上下の向きに掘られた溝）に一定の圧力で押し付けるこ

とによって両船を連結するものである。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本件装置と同種（小型）装置の左舷側 

 

押し付けられた連結軸の位置は動かないが、押船とバージの

縦揺れに伴い、連結軸は同軸回りに回転するように設計されて

いる。 

本件装置は、横揺れ等の影響で押しつける圧力が減少した場

合、規定の圧力を維持するよう自動的に電動油圧モーターを制

御し、加圧するようになっている。 

  ② 運用制限 

本件装置の製造会社から提供された資料によれば、本件装置

は、航行中、船首方向から波高６ｍの波、斜め方向から波高

３～３.５ｍの波に耐えられるように製造されている。 

  ③ 本件装置の製造会社による見解 

   ａ 本件装置が外れる可能性 

本事故時、係留索は、通常時よりも増強しているものの、

全てＢ船から岸壁上に取っており、Ａ船は岸壁に係留された

連結溝 

圧着シュー 

連結軸 

主軸受 

押船 

船首部 

バージ 

船尾凹部 
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Ｂ船の船尾部に連結していた。 

この状態で、押船列に対して横方向から高い波を受ける

と、Ａ船とＢ船の横揺れが同期したものにならず、垂直方向

の連結溝に嵌
は

められている圧着シューが外れる可能性があ

る。 

   ｂ 本件装置の点検整備 

本件装置の整備間隔に関するマニュアル等は作成されてい

ないが、５年程度で部品交換が必要と考えられる。 

(3) 本件装置の整備及び作動状況に関する情報 

Ａ社は、押船列を中古で購入した約１年後の令和４年１２月に

本件装置の部品交換を含む整備を実施していた。 

機関長によれば、本件装置の作動状況は良好であり、本事故発

生の直前まで作動不良はなかった。 

(4) Ａ船の固定に関する情報 

機関長によれば、Ａ船の発電機を停止して押船列を長期間係留

すると、本件装置の油圧が抜け連結が外れてしまうことがあるの

で、Ｂ船の船尾部とＡ船との間をロープ（以下「補助索」とい

う。）で固定することがあるが、本事故の際には発電機を使用して

いたので、補助索は取っていなかった。（図６参照） 

 

 

 

 

 

 

図６ 補助索の一例 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

船長は、全身挟圧による多臓器損傷及び多骨格損傷によって死亡し

た。 

船長は、次のことから、Ｂ船と本件岸壁との間に挟まれて死亡した

ものと考えられる。 

(1) 船長は、Ａ船が横転した際に落水し、Ｂ船と本件岸壁との間の

海面で乗組員による救助を待っていたが、Ａ船が沈没する際、Ｂ

船が本件岸壁に接触する状況となり、その後行方が分からなく

なったこと。 

(2) 医師によって、全身挟圧による多臓器損傷及び多骨格損傷によ

る死亡と検案されたこと。 

Ａ船 Ｂ船 

補助索 
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Ａ船は、台風１０号の影響によって荒天が続く状況下、横方向から

の高い波を受けて左右に大きく横揺れしたことから、本件装置が外れ

て横転したものと考えられる。 

本件装置は、Ｂ船のみ岸壁から係留索が取られており、Ａ船が、Ｂ

船の船尾部から補助索を取って固定せずに、Ｂ船の船尾部に船首部を

連結した状態で、本件岸壁に係留していたことから、押船列が横方向

からの高い波を受けた際、Ａ船とＢ船の横揺れが同期せず、連結溝に

嵌められている圧着シューが外れたものと考えられる。 

船長は、台風１０号の当初の進路予報（鹿児島港の東方約１２０Ｍ

を通過する予報）に基づき、鹿児島港で避泊をすることとしたもの

の、台風の進路が徐々に西寄りに変わり、鹿児島港の西側至近（約 

２０Ｍ）を通過したことから、押船列は、当初想定していた以上の高

い風波を受けたものと考えられる。 

原因 本事故は、台風１０号が接近する状況下、Ａ船が、Ｂ船から補助索

を取って固定せずに、Ｂ船と連結した状態のまま本件岸壁に係留して

いたため、波による横揺れによって押船列の連結が外れて横転し、Ａ

船内にいた船長が落水してＢ船と本件岸壁との間に挟まれたことによ

り発生したものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・押船の船長は、荒天避泊の際に予想を超える高い風波を受ける可

能性がある場合には、連結時に使用する連結装置に働く荷重の大

きさも考慮し、押船とバージとの間に補助索を取るなど、より安

全な対策を講じること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 


